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昨
年
末
、
数
回
の
審
議
で
バ
タ
バ
タ
と
閣
議
決
定
さ
れ

た
高
額
療
養
費
の
負
担
引
上
げ
が
、
多
く
の
患
者
団
体
か

ら
反
発
を
受
け
、
政
府
は
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

ま
す
。
高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
は
、
高
齢
化
の
進
展

や
医
療
の
高
度
化
等
に
よ
り
財
政
が
逼
迫
す
る
中
で
、
以

前
よ
り
負
担
額
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
度
の
改
定
で
は
、
今
年
の
8
月
か
ら
3

回
に
亘
り
患
者
負
担
が
引
上
げ
ら
れ
、
所
得
階
層
に
よ
っ

て
は
約
70
％
も
の
増
加
と
な
り
、
応
能
負
担
と
は
言
え
、

あ
ま
り
に
急
激
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
こ
れ
は
、

岸
田
政
権
が
創
設
し
た
「
子
ど
も・子
育
て
支
援
金
制
度
」

へ
の
対
応
の
た
め
、
性
急
な
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
透

け
て
見
え
ま
す
。

医
療
費
の
膨
張
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
、
何
ら
か
の

対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、既
に
国
民
負
担
率
が
45
％
を
超
え
て
い
る
現
状
か
ら
、

さ
ら
な
る
国
民
負
担
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
丁
寧

な
議
論
と
説
明
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

    

闘
病
者
が
諦
め
な
い
社
会
を

闘
病
者
が
諦
め
な
い
社
会
を



　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
3
年
を
経
過
し
て
も
な
お
解
決

に
至
ら
ず
、
穀
物
生
産
・
輸
出
の
大
幅
な
減
少
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の

不
安
定
化
に
よ
り
、
世
界
的
な
物
価
高
が
生
活
必
需
品
に
お
い
て
顕
著

に
表
れ
、
家
計
を
逼
迫
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
は
賃
上
げ
対
策
に

躍
起
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
当
会
で
は
、
待
遇
改
善
等
に
対
す
る
助
成
金
や
、
予
定
さ
れ
る
法
改

正
情
報
を
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、い
ち
早
く
提
供
す
る
他
、様
々

な
お
問
い
合
わ
せ
に
お
答
え
し
、
会
員
事
業
所
皆
様
の
一
助
と
な
る
よ

う
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、新
年
度
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
6
年
度
労
働
保
険
料
等
の

国
へ
の
納
付
が
完
了
し
ま
し
た

事業の種類
負担者 (1) 一般の事業 (2) 農林水産

　　清酒製造の事業 (3) 建設の事業

①労働者負担 5.5/1000 6.5/1000 6.5/1000

内訳 失業等給付 3.5/1000 4.5/1000 4.5/1000
育児休業給付 2/1000 2/1000 2/1000

②事業主負担 9/1000 10/1000 11/1000

内訳
失業等給付 3.5/1000 4.5/1000 4.5/1000

育児休業給付 2/1000 2/1000 2/1000
二事業 3.5/1000 3.5/1000 4.5/1000

雇用保険率 ( ①＋② ) 14.5/1000 16.5/1000 17.5/1000
令和７年度雇用保険率
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1　
広
範
囲
に
わ
た
る
業
務
相
談
等

労
災
保
険
や
雇
用
保
険
、
そ
の
他
労

務
管
理
に
係
る
各
種
法
制
度
の
新
設
、

改
正
等
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
を
迅
速

に
会
員
の
皆
様
に
お
知
ら
せ
す
る
と
共

に
、
具
体
的
な
対
応
策
等
、
様
々
な
ご

質
問
に
お
答
え
す
る
た
め
、
年
間
を
通

し
て
広
範
囲
に
わ
た
り
業
務
相
談
に
応

じ
ま
す
。
ま
た
、
特
に
重
要
な
事
項
に

つ
い
て
は
研
修
会
等
を
実
施
し
ま
す
。

２　
各
種
助
成
金
・
奨
励
金
制
度
に
関

す
る
相
談

雇
用
保
険
料
率
に
は
、事
業
主
に
対

し
て
支
給
さ
れ
る
助
成
金・奨
励
金
等
の

費
用
に
充
て
ら
れ
る
分
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。現
在
は
恒
常
的
な
雇
入
れ
関
係

助
成
金
の
他
、緊
急
措
置
の
助
成
金
も

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。中
に
は
分
か
り
に

く
い
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

 
令
和
七
年
度

 　
 

主
要
事
業
計
画
に
つ
い
て

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

３　
新
規
会
員
加
入
促
進
及
び
「
一
と

声
運
動
」（
一
会
員
一
事
業
所
紹

介
運
動
）
の
推
進

労
働
保
険
未
加
入
事
業
所
、
ま
た
、

既
に
加
入
し
て
い
る
が
労
働
保
険
事
務

組
合
制
度
の
様
々
な
特
典
を
未
だ
ご
存

知
な
い
事
業
所
に
対
し
、
本
制
度
の
周

知
を
図
り
、
加
入
促
進
に
努
め
ま
す
。

中
で
も
建
設
業
に
お
い
て
は
、
国
土

交
通
省
の
「
社
会
保
険
の
加
入
に
関
す

る
下
請
指
導
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
よ
り
、

適
正
な
社
会
保
険
（
雇
用
保
険
、
健
康

保
険
、
厚
生
年
金
保
険
等
）
に
加
入
し

て
い
な
い
企
業
・
作
業
員
は
、
下
請
企

業
と
し
て
選
定
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
現

場
入
場
で
き
な
か
っ
た
り
し
て
お
り
、

未
加
入
企
業
等
へ
の
加
入
促
進
を
一
層

強
化
し
ま
す
。

な
お
、
一
と
声
運
動
に
よ
り
加
入
さ

れ
た
事
業
所
に
は
、
ご
紹
介
い
た
だ
い

た
事
業
所
と
共
に
、
一
般
会
費
よ
り
も

有
利
な
特
別
会
費
を
適
用
し
ま
す
。

４　
保
険
料
等
の
自
動
振
替
化
の
推
進

関
係
官
署
も
労
働
保
険
料
等
の
自
動

振
替
化
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

事
業
主
の
方
に
と
っ
て
も
、
納
期
に

余
裕
が
で
き
る
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
本
会
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

５　
社
会
福
祉
事
業
へ
の
協
力

少
子
高
齢
化
社
会
で
あ
る
我
が
国
で

は
、
高
齢
者
の
介
護
施
設
や
児
童
の
保

育
・
育
成
施
設
が
ま
だ
ま
だ
不
足
し
て

い
ま
す
。
本
会
で
は
労
働
福
祉
事
業
の

推
進
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
関
連
団
体

が
行
う
社
会
福
祉
事
業
に
対
し
て
も
協

力
し
て
参
り
ま
す
。

皆
様
か
ら
お
預
り
し
た
令
和
６
年
度

の
労
働
保
険
料
等
の
国
へ
の
納
付
に
つ

き
ま
し
て
は
、
先
般
の
第
３
期
分
の
納

付
を
も
っ
て
完
了
致
し
ま
し
た
の
で
、

こ
こ
に
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
今
後
と
も
本
会
へ
の
所
定
期

限
内
の
保
険
料
等
の
納
付
に
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
７
年
度
に
適
用
さ
れ
る
労
災
保

険
率
、
雇
用
保
険
率
に
つ
い
て
は
、
労

災
保
険
率
は
令
和
６
年
度
か
ら
据
え
置

き
と
な
り
ま
す
が
、
雇
用
保
険
率
は
弾

力
条
項
が
適
用
さ
れ
、
失
業
等
給
付
の

保
険
料
率
が
1000
分
の
１
（
労
使
各
々
1000

分
の
0.5
ず
つ
）
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

労
災
保
険
率
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て

労
災
保
険
の
事
業
に
係
る
財
政
の
均
衡

を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
過
去
３

年
間
の
災
害
発
生
状
況
を
考
慮
し
て
事

業
の
種
類
ご
と
に
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
、
原
則
３
年
ご
と
に
改
定
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
点
、
令
和
３
～
５
年

度
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
等
に
よ
る

厳
し
い
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
改
定
が
見

送
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
コ
ロ
ナ
禍
収

束
の
兆
候
の
見
ら
れ
た
令
和
６
年
度
に

改
定
が
行
わ
れ
、
令
和
７
年
度
に
つ
い

て
も
原
則
通
り
令
和
６
年
度
と
同
じ
労

災
保
険
料
率
・
特
別
加
入
保
険
料
率
・

労
務
費
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。

雇
用
保
険
率
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け

る
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
や
、

基
本
手
当
の
給
付
日
数
の
延
長
措
置
等

の
影
響
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
上
半

期
・
下
半
期
、
令
和
５
年
度
と
引
き
上

げ
ら
れ
、
令
和
５
年
度
か
ら
は
激
変
緩

和
措
置
も
終
了
し
、
法
律
上
の
原
則
通

り
の
保
険
料
率
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
雇
用
情
勢
も
求
人
が
底
堅
く
推

移
し
て
お
り
、
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て

  

令
和
七
年
度

   

労
災
・
雇
用
保
険
率
に
つ
い
て

　
　
　

     

│ 

雇
用
保
険
率
が
改
定
さ
れ
ま
す 

│ 



《
育
児
・
介
護
休
業
法
》

 

令
和
七
年
四
月
一
日
よ
り

　

 

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
が
施
行
さ
れ
ま
す

第 175 号　福　祉　会　報

い
る
こ
と
か
ら
雇
用
保
険
財
政
に
お
い

て
積
立
金
残
高
と
差
引
余
剰
の
合
計
が

失
業
等
給
付
費
の
２
倍
を
超
え
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
保
険
料
負
担
の

軽
減
と
の
両
立
か
ら
、
弾
力
条
項
を
適

用
し
、
失
業
等
給
付
を
1000
分
の
８
か
ら

1000
分
の
７
（
農
林
水
産
業
、
清
酒
製
造

業
は
1000
分
の
９
）
に
引
き
下
げ
（
育
児

休
業
給
付
の
1000
分
の
４
及
び
雇
用
保
険

二
事
業
の
1000
分
の
3.5
（
建
設
業
は
1000
分

の
4.5
）
は
据
置
き
）
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
具
体
的
に
は
右
記
表
の
通
り
と

な
り
ま
す
の
で
、
４
月
１
日
よ
り
新
し

い
保
険
料
率
を
適
用
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
会
報
第
174
号
に
お
い
て
、
改
正

育
児
・
介
護
休
業
法
の
概
要
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
致
し
ま
し
た
が
、そ
の
う
ち
、

令
和
７
年
４
月
１
日
付
け
で
施
行
さ
れ

る
項
目
は
以
下
の
通
り
と
な
り
、
就
業

規
則
や
育
児
介
護
休
業
等
規
則
の
改
定

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く

だ
さ
い
。

１　
子
の
看
護
休
暇
の
見
直
し

現
在
、
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育

す
る
労
働
者
に
対
し
、
負
傷
又
は
疾
病

に
か
か
っ
た
子
の
世
話
又
は
疾
病
の
予

防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
世
話
を
行
う

た
め
、
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ

り
、
１
年
度
に
お
い
て
５
日
（
そ
の
養

育
す
る
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
子
が
２
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ

て
は
10
日
）
を
限
度
と
し
て
、
子
の
看

護
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
該
制
度
の
名
称

を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
変
更
、
対

象
と
な
る
子
の
範
囲
が
小
学
校
３
年
生

修
了
ま
で
延
長
さ
れ
、
取
得
事
由
と
し

て
、
感
染
症
に
伴
う
学
級
閉
鎖
や
入
園・

入
学
式
、
卒
園
式
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
労
使
協
定
の
締
結
に
よ
り
除

外
で
き
る
労
働
者
に
つ
い
て
、「
引
き

続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
６
ヶ
月
未
満

で
あ
る
者
」
が
撤
廃
さ
れ
、「
週
の
所

定
労
働
日
数
が
２
日
以
下
で
あ
る
者
」

の
み
と
な
り
ま
す
。

２　
所
定
外
労
働
の
制
限（
残
業
免
除
）

の
対
象
拡
大

現
在
、３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育

す
る
労
働
者
は
、請
求
す
る
こ
と
に
よ
り

所
定
外
労
働
の
制
限（
残
業
免
除
）を
受

け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

当
該
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
対

象
者
が
、小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育

す
る
労
働
者
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
。

３　
育
児
の
た
め
の
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入

の
努
力
義
務

３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
労

働
者
が
、テ
レ
ワ
ー
ク
を
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
措
置
を
講
ず
る
こ
と

が
、事
業
主
の
努
力
義
務
と
さ
れ
ま
す
。

４　
育
児
短
時
間
勤
務
の
代
替
措
置
に

テ
レ
ワ
ー
ク
を
追
加

３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
労

働
者
に
対
し
、
短
時
間
勤
務
制
度
を
講

ず
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
具
体

的
な
業
務
が
あ
る
場
合
、
労
使
協
定
に

よ
り
除
外
規
定
を
設
け
た
上
で
、
短
時

間
勤
務
制
度
に
変
わ
る
代
替
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
代
替

措
置
の
一
つ
と
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
が
追

加
さ
れ
ま
す
。

５　
男
性
労
働
者
の
育
児
休
業
等
の
取

得
状
況
公
表
義
務
化
の
拡
大

現
在
、
従
業
員
1000
人
を
超
え
る
企
業

の
事
業
主
に
対
し
、
男
性
労
働
者
の
育

児
休
業
等
の
取
得
状
況
を
年
１
回
公
表

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
事
業
規
模
が
300
人
超
の
企
業

ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
。

６　
介
護
休
暇
を
取
得
で
き
る
労
働
者

の
要
件
緩
和

現
在
、
要
介
護
状
態
に
あ
る
対
象
家

族
の
介
護
や
世
話
を
す
る
労
働
者
は
、

事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
１

年
度
に
お
い
て
５
日
（
そ
の
介
護
、
世

話
を
す
る
対
象
家
族
が
２
人
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
10
日
）
を
限
度
と
し

て
介
護
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
介
護

休
暇
」
の
取
得
に
つ
き
労
使
協
定
の
締

結
に
よ
り
除
外
で
き
る
労
働
者
と
し
て

「
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
６
ヶ

月
未
満
で
あ
る
者
」
が
撤
廃
さ
れ
、「
週

の
所
定
労
働
日
数
が
２
日
以
下
で
あ
る

者
」
の
み
と
な
り
ま
す
。

７　
介
護
離
職
防
止
措
置
の
義
務
化

介
護
離
職
防
止
の
た
め
、
介
護
に
直

面
し
た
旨
の
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対

す
る
個
別
の
周
知
・
意
向
確
認
、
雇
用

環
境
整
備（
研
修
や
相
談
窓
口
の
設
置
）

等
の
措
置
、
介
護
に
直
面
す
る
前
の
早

い
段
階
で
の
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す

る
情
報
提
供
、等
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

８　
介
護
の
た
め
の
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入

の
努
力
義
務

要
介
護
状
態
の
対
象
家
族
を
介
護
す

る
労
働
者
が
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
を
講
ず

る
こ
と
が
、
事
業
主
の
努
力
義
務
と
さ

れ
ま
す
。

　
　
　
　
＊　
＊　
＊

こ
れ
ら
の
改
正
に
対
応
し
た
育
児
介

護
休
業
等
規
則
例
を
当
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
致
し
ま
す
の
で
、
ご
参
考
く

だ
さ
い
。

《
雇
用
保
険
》

 「
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
」

 「
育
児
時
短
就
業
給
付
金
」
が
創
設
さ
れ
ま
す

雇
用
保
険
制
度
に
お
け
る
育
児
休

業
等
給
付
に
お
い
て
、
令
和
７
年
４

月
１
日
よ
り
、
新
た
に
「
出
生
後
休

業
支
援
給
付
金
」
と
「
育
児
時
短
就

業
給
付
金
」
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
以

下
、
そ
の
概
要
に
つ
き
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

一　
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金

１
．
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
と
は

共
働
き
・
共
育
て
を
推
進
す
る
た

め
、子
の
出
生
直
後
の
一
定
期
間
に
、

両
親
と
も
に
（
配
偶
者
が
就
労
し
て

い
な
い
場
合
等
は
本
人
が
）、
14
日
以

上
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
に
、

「
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
」
ま
た
は

「
育
児
休
業
給
付
金
」
と
併
せ
て
最
大

28
日
間
支
給
さ
れ
る
制
度
が
「
出
生
後

休
業
支
援
給
付
金
」
で
す
。

２
．
支
給
要
件

雇
用
保
険
被
保
険
者
（
一
般
被
保
険

者
及
び
高
年
齢
被
保
険
者
）
が
、
次
の

①
及
び
②
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合

に
、「
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
」
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
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①　
被
保
険
者
が
、
対
象
期
間
（
※

1
）
に
、
同
一
の
子
に
つ
い
て
、
出

生
時
育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
さ
れ

る
産
後
パ
パ
育
休
ま
た
は
育
児
休
業

給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業

を
、
通
算
し
て
14
日
以
上
取
得
し
た

こ
と
。

②　
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
「
子
の

出
生
日
ま
た
は
出
産
予
定
日
の
う
ち

早
い
日
」
か
ら
「
子
の
出
生
日
ま
た

は
出
産
予
定
日
の
う
ち
遅
い
日
か
ら

起
算
し
て
８
週
間
を
経
過
す
る
日
の

翌
日
」
ま
で
の
期
間
に
通
算
し
て
14

日
以
上
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た
こ

と
、
ま
た
は
子
の
出
生
日
の
翌
日
に

お
い
て
「
配
偶
者
の
育
児
休
業
を
要

件
と
し
な
い
場
合
（
※
2
）」
に
該

当
し
て
い
る
こ
と
。

※
1　
被
保
険
者
が
父
親
ま
た
は
子
が

養
子
の
場
合
は
、「
子
の
出
生
日

ま
た
は
出
産
予
定
日
の
う
ち
早
い

日
」
か
ら
「
子
の
出
生
日
ま
た
は

出
産
予
定
日
の
う
ち
遅
い
日
か
ら

起
算
し
て
８
週
間
を
経
過
す
る
日

の
翌
日
」
ま
で
の
期
間
。
被
保
険

者
が
母
親
か
つ
子
が
養
子
で
な
い

場
合
は
、「
子
の
出
生
日
ま
た
は

出
産
予
定
日
の
う
ち
早
い
日
」
か

ら
「
子
の
出
生
日
ま
た
は
出
産

予
定
日
の
う
ち
遅
い
日
か
ら
起
算

し
て
16
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌

日
」
ま
で
の
期
間
。

※
2　
①
配
偶
者
が
い
な
い
、
②
配

偶
者
が
被
保
険
者
の
子
と
法
律
上

の
親
子
関
係
が
な
い
、
③
被
保
険

者
が
配
偶
者
か
ら
暴
力
を
受
け
別

居
中
、
④
配
偶
者
が
無
業
者
、
⑤

配
偶
者
が
自
営
業
者
や
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
等
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な

い
、
⑥
配
偶
者
が
産
後
休
業
中
、

⑦
①
～
⑥
以
外
の
理
由
で
配
偶
者

が
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
、
等
の
場
合
。

３
．
支
給
額

「
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
」
の
支

給
額
は
、「
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
×

休
業
期
間
の
日
数
（
28
日
が
上
限
）
×

13
％
」
と
な
り
ま
す
。

４
．
支
給
申
請
手
続

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
申

請
は
、
原
則
と
し
て
、
出
生
時
育
児
休

業
給
付
金
ま
た
は
育
児
休
業
給
付
金
の

支
給
申
請
手
続
と
併
せ
て
、
同
一
の
支

給
申
請
書
を
用
い
て
行
う
こ
と
と
な
り

ま
す
。

出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
ま
た
は
育

児
休
業
給
付
金
の
申
請
後
に
、
出
生
後

休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
申
請
を
別
途

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
そ
の
場
合

は
、
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
ま
た
は

育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
後
に

申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
」
に
つ

き
ま
し
て
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
以

後
、
産
後
パ
パ
育
休
等
が
14
日
以
上
取

得
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
の
要
件
に
よ

り
、
確
認
内
容
や
確
認
書
類
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
詳
細
は
当
会
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

二　
育
児
時
短
就
業
給
付
金

１
．
育
児
時
短
就
業
給
付
金
と
は

仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
の
観
点
か

ら
、
育
児
中
の
柔
軟
な
働
き
方
と
し
て

時
短
勤
務
制
度
を
選
択
し
や
す
く
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
２
歳
に
満
た
な
い
子

を
養
育
す
る
た
め
に
時
短
勤
務
し
た
場

合
に
、
育
児
時
短
就
業
前
と
比
較
し
て

賃
金
が
低
下
す
る
な
ど
の
要
件
を
満
た

す
と
き
に
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
す
。

２
．
受
給
資
格
者

育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
対
象
者

は
、
①
２
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
た

め
に
育
児
時
短
就
業
す
る
雇
用
保
険
被

保
険
者
で
あ
り
、
か
つ
②
育
児
休
業
給

付
の
対
象
と
な
る
育
児
休
業
か
ら
引
き

続
い
て
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
た
か

ま
た
は
育
児
時
短
就
業
開
始
日
前
２
年

間
に
被
保
険
者
期
間
が
12
ヶ
月
あ
る
こ

と
、の
両
方
を
満
た
す
方
と
な
り
ま
す
。

３
．
支
給
要
件

支
給
対
象
と
な
る
月
は
、
次
の
全
て

の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
初
日
か
ら
末
日
ま
で
続
け
て
雇
用
保

険
の
被
保
険
者
で
あ
る
月

②
１
週
間
当
り
の
所
定
労
働
時
間
を
短

縮
し
て
就
業
し
た
期
間
が
あ
る
月

③
初
日
か
ら
末
日
ま
で
続
け
て
育
児
休

業
給
付
又
は
介
護
休
業
給
付
を
受
給

し
て
い
な
い
月

④
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
受
給
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
月

４
．
支
給
額
、
支
給
率

原
則
と
し
て
、
育
児
時
短
就
業
中
に

支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
10
％
相
当
額
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
育
児
時
短

就
業
開
始
時
の
賃
金
水
準
を
超
え
な
い

よ
う
に
調
整
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
各
月

に
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
と
支
給
額
の
合

計
が
支
給
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、

超
え
た
部
分
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

５
．
支
給
対
象
期
間

育
児
時
短
就
業
給
付
金
は
、
原
則
と

し
て
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
た
日
の

属
す
る
月
か
ら
、
育
児
時
短
就
業
を
終

了
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
暦
月

に
つ
い
て
支
給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
次

の
場
合
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
ま
で

が
支
給
対
象
期
間
と
な
り
ま
す
。

①
育
児
時
短
就
業
に
係
る
子
が
２
歳
に

達
す
る
日
の
前
日

②
産
前
産
後
休
業
、
育
児
休
業
ま
た
は

介
護
休
業
を
開
始
し
た
日
の
前
日

③
育
児
時
短
就
業
に
係
る
子
と
は
別
の

子
を
養
育
す
る
た
め
に
、
育
児
時
短

就
業
を
開
始
し
た
日
の
前
日

④
子
の
死
亡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
子

を
養
育
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日

６
．
経
過
措
置

令
和
７
年
４
月
１
日
よ
り
前
か
ら
２

歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
育
児

時
短
就
業
に
相
当
す
る
時
短
就
業
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
令
和
７
年
４
月

１
日
か
ら
育
児
時
短
勤
務
を
開
始
し
た

も
の
と
み
な
し
て
、
要
件
の
確
認
及
び

育
児
時
短
就
業
前
の
賃
金
水
準
を
確
認

し
、
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
令
和
７

年
４
月
１
日
以
降
の
各
月
を
支
給
対
象

月
と
し
て
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。


